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県
営
ダ
ム
建
設
事
業
の
中
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
共
事
業
の
再
評
価
シ
ス
テ
ム
に
の
っ
と
っ
て
事
業
再
評
価
を
実
施
し
た
結
果
、
国
庫
補
助
事
業
で
あ
る
県
営
ダ
ム
建
設
事

業
の
中
止
、
休
止
等
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
判
断
の
尊
重
と
補
助
金
返
還
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
明

確
化
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

中
止
さ
れ
た
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て

�

平
成
七
年
以
降
に
中
止
さ
れ
た
ダ
ム
事
業
の
事
業
数
は
い
く
つ
か
（
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
日
現
在
）
。

�

�
の
中
止
さ
れ
た
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
�
事
業
名
・
水
系
、
�
事
業
主
体
、
�
中
止
年
度
、
�
中
止
の

理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

二

国
庫
補
助
事
業
で
あ
る
県
営
ダ
ム
事
業
の
中
止
に
つ
い
て

�

国
庫
補
助
事
業
で
あ
る
県
営
ダ
ム
事
業
の
再
評
価
に
お
い
て
、
公
共
事
業
評
価
監
視
委
員
会
等
か
ら
中
止
が
妥
当
で
あ

る
と
す
る
意
見
が
具
申
さ
れ
、
そ
の
意
見
を
踏
ま
え
て
知
事
が
同
ダ
ム
事
業
を
中
止
す
る
と
判
断
し
た
場
合
、
政
府
は
、

次
の
�
・
�
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
。

�

ダ
ム
事
業
中
止
に
係
る
正
規
の
手
続
を
経
た
も
の
と
し
て
、
知
事
の
中
止
の
決
定
を
も
っ
て
ダ
ム
事
業
は
中
止
と
な

一



る
の
か
。

�

�
の
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
通
達
（
※
）
に
よ
り
、
国
庫
補
助
金
の
返
還
は
要
求
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て

よ
い
か
。

※
「
公
共
事
業
に
お
け
る
再
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
」
平
成
十
年
六
月
十
七
日
付
け
（
自
治
画
第
八
十
七
号
、
自
治
導

第
百
四
号
、
自
治
調
第
六
十
八
号
）

�

知
事
の
決
定
に
よ
り
中
止
さ
れ
た
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て
、
国
庫
補
助
金
の
返
還
を
求
め
た
事
例
は
あ
る
の
か
。
も
し
、

あ
る
場
合
に
は
、
�
事
業
名
、
�
事
業
主
体
、
�
返
還
を
求
め
た
金
額
、
�
根
拠
法
令
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

三

芹
谷
治
水
ダ
ム
建
設
事
業
（
滋
賀
県
）
の
中
止
に
つ
い
て

芹
谷
治
水
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
県
知
事
が
ダ
ム
事
業
を
中
止
す
る
と
し
た
県
の
対
応
方
針
（
案
）
を
滋
賀

県
公
共
事
業
評
価
監
視
委
員
会
に
諮
問
し
、
平
成
二
十
年
度
、
同
委
員
会
か
ら
「
芹
谷
治
水
ダ
ム
事
業
は
中
止
と
し
、
堆
積

土
砂
撤
去
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
妥
当
と
判
断
す
る
。
」
と
の
意
見
具
申
を
受
け
、
滋
賀
県
知
事
が
そ
の
意
見
を
尊
重
し
、

県
と
し
て
最
終
的
に
芹
谷
治
水
ダ
ム
建
設
事
業
を
中
止
す
る
と
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
滋
賀
県
知
事
か
ら

二



国
土
交
通
省
河
川
局
長
宛
に
報
告
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

�

国
土
交
通
省
は
、
芹
谷
治
水
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
県
知
事
の
同
事
業
を
中
止
す
る
旨
の
報
告
（
平
成
二

十
一
年
一
月
十
四
日
付
け

国
土
交
通
省
宛
）
に
よ
り
、
同
事
業
は
中
止
さ
れ
た
と
の
認
識
で
い
る
の
か
。

�

国
土
交
通
省
は
、
芹
谷
治
水
ダ
ム
建
設
事
業
の
中
止
に
対
し
て
、
「
芹
谷
治
水
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
庫
補

助
金
の
返
還
を
要
求
し
な
い
。
」
と
い
う
前
提
で
、
同
事
業
は
中
止
さ
れ
た
と
認
識
し
、
補
助
金
返
還
の
請
求
は
行
わ
な

い
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


